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環境問題に取り組む法律家団体からの
グリーンウォッシュに対する視点

～JERA広告の申し立てを例に～
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公益社団法人日本広告審査機構（JARO）への申し立て

毎日新聞2023年10月5日記事より

https://mainichi.jp/articles/20231005/k00/00m/040/220000c



私たちが問題にしたJERAの広告

株式会社 ＪＥＲＡホームページより https://www.jera.co.jp/corporate/com_outline/



景品等表示法

（不当な表示の禁止）

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、
次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費
者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実
に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を
供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示
す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的
かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの



環境表示ガイドライン

ガイドラインの定める基本項目

① あいまいな表現や環境主張は行わないこと

② 環境主張の内容に説明文を付けること

③環境主張の検証に必要なデータ及び評価方法が提供可能
であること

④ 製品又は工程における比較主張は LCA 評価、数値等によ
り適切になされていること

⑤評価及び検証のための情報にアクセスが可能であること



JELFでの新たなプロジェクト

気候変動対策に関するものを中心とするグリーン
ウォッシング広告に対する取り組み。

・あるべき法制度、望ましい環境表示の整理、提言

・具体的広告の調査・分析・公表

・場合によっては法的措置、その他コミュニケーション



景品表示法の経緯

→ 公正な競争と健全な経済発展も目的

→ 適切な情報の元に環境配慮型商品・サービ

スを選べる時代へ

広告だけの問題か？
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